
岩手県訓令第 14号 

知事部局  

 建設委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成 19 年３月 30日 

                                            岩手県知事 増 田 寛 也  

   建設委員会規程の一部を改正する訓令 

 建設委員会規程（昭和 30 年岩手県訓令第 26 号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（組織） 

第３条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 委員は、岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手県規

則第46号）第２章に規定する部局等（総合雇用対策局を除く。）

及び出納局（以下「部局」という。）の長をもって充てるほ

か、必要と認める者を知事が任命する。 

４ 前項の委員に事故があるとき、若しくは当該委員が欠

けたとき、又は当該委員が不在のときは、当該委員の所

属する部局等の職員のうち、当該委員があらかじめ指名

する者がその職務を代理する。 

（幹事会） 

第６条 ［略］ 

２ 幹事長は県土整備部河川港湾担当技監をもって充て、

幹事は次に掲げる者をもって充てる。 

 (１)～(17) ［略］ 

 (18) 出納局総務課総括課長 

３・４ ［略］ 

（組織） 

第３条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 委員は、岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手県規

則第46号）第２章に規定する部局等及び出納局（以下「部局」

という。）の長をもって充てるほか、必要と認める者を知事

が任命する。 

４ 前項の委員に事故があるとき、若しくは当該委員が欠

けたとき、又は当該委員が不在のときは、当該委員の所

属する部局の職員のうち、当該委員があらかじめ指名す

る者がその職務を代理する。 

（幹事会） 

第６条 ［略］ 

２ 幹事長は県土整備部河川港湾担当技監をもって充て、

幹事は次に掲げる者をもって充てる。 

 (１)～(17) ［略］ 

 (18) 出納局管理担当課長 

３・４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 
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